
教第 59 号議案 

 

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関す

る条例等の一部を改正する条例案及び神戸市職員定数条例の一部を改正する条例

案に関する意見決定について 

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する

条例等の一部を改正する条例及び神戸市職員定数条例の一部を改正する条例を制定する

に当たり，教育長に委任する事務等に関する規則（昭和 31 年 11 月教育委員会規則第 8

号）第２条第５号の規定に基づき提示すべき意見を別紙のように決定する。 

令和４年１月 24 日提出 

神戸市教育委員会事務局  

事務局長  長谷川 達也 

 

 

  



神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関す

る条例等の一部を改正する条例案及び神戸市職員定数条例の一部を改正する条例

案に関する意見  

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する

条例等の一部を改正する条例及び神戸市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いては異議ありません。  

   令和４年１月 24 日  

神戸市教育委員会  

教育長 長 田  淳  

 



神行組第 61 号 

令和４年１月 18日 

 

神戸市教育委員会 

教育長 長田 淳 様 

 

神戸市長 久元喜造 

 

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条

例等の一部を改正する条例案及び神戸市職員定数条例の一部を改正する議案に対する

貴委員会の意見聴取について 

 

 

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する

条例等の一部を改正する条例案及び神戸市職員定数条例の一部を改正する条例案を第

１回定例市会に提案したく思いますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

29 条の規定に基づき、貴委員会の意見を提出されたく、条例案を添えて照会いたしま

す。 
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第   号議案  

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例

に関する条例等の一部を改正する条例の件  

 神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関

する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。  

   令和４年２月 17日提出  

神戸市長  久   元   喜   造   

   神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例

に関する条例等の一部を改正する条例  

 （地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する

条例の一部改正）  

第１条  神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特

例に関する条例（平成 31年３月条例第 34号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては，次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

地方教育行政の組織及び運営に関する

法 律 （ 昭 和 31 年 法 律 第 162号 。 以 下

「 法 」 とい う 。）第 23条 第 １項 の 規定

に基づき，次に掲げる教育に関する事

務については，市長が管理し，及び執

行するものとする。  

地方教育行政の組織及び運営に関する

法 律 （ 昭 和 31 年 法 律 第 162号 。 以 下

「 法 」 とい う 。）第 23条 第 １項 の 規定

に基づき，次に掲げる教育に関する事

務については，市長が管理し，及び執

行するものとする。  

(1)  図書館，博物館，美術館，公 (1)  図書館，博物館，美術館，公
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民館，婦人会館，神戸市生涯学習

支 援 セ ン タ ー 及 び 青 少 年 科 学 館

（以下「特定社会教育機関」とい

う。）の設置，管理及び廃止に関す

ること（法第 21条第７号から第９

号まで及び第 12号に掲げる事務の

うち，特定社会教育機関のみに係

るものを含む。）。  

民館，婦人会館及び神戸市生涯学

習支援センター（以下「特定社会

教育機関」という。）の設置，管理

及び廃止に関すること（法第 21条

第７号から第９号まで及び第 12号

に掲げる事務のうち，特定社会教

育機関のみに係るものを含む。）。  

(2)， (3) ［略］  (2)， (3) ［略］  

 （執行機関の附属機関に関する条例の一部改正）  

第２条  執行機関の附属機関に関する条例（昭和 31年 11月第 36号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては，次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第１条関係）  別表（第１条関係）  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 教育委員会の附属機関  (4) 教育委員会の附属機関  

附属機関  担任する事務  

［略］  ［略］  

神戸市校区調  

整審議会  

［略］  

［略］  ［略］  
 

附属機関  担任する事務  

［略］  ［略］  

神戸市校区調  

整審議会  

［略］  

神 戸 市 教 育 委

員 会 指 定 管 理

指 定 管 理 者 の 候 補

者 の 選 定 及 び 指 定
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者 選 定 評 価 委

員会  

管 理 者 の 行 っ た 公

の 施 設 の 管 理 に 係

る 評 価 に 関 す る 事

務  

［略］  ［略］  
 

（神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）  

第３条  ［略］  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

（青少年科学館条例の一部改正） 

２ 神戸市青少年科学館条例（昭和59年３月条例第49号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては，次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（事業） （事業） 

第３条 科学館は，第１条に掲げる目的を達

成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

第３条 科学館は，第１条に掲げる目的を達成

するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

(1)～(5) ［略］ (1)～(5) ［略］ 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必

要と認める事業 

(6) 前各号に掲げるもののほか，教育委員

会が必要と認める事業 

（入館料等） （入館料等） 

第４条 常設展示及びプラネタリウムに係る入

館料は，別表に定める額とする。 

第４条 常設展示及びプラネタリウムに係る入

館料は，別表に定める額とする。 
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２ 特別展示その他特別の催しに係る入館料

は，2,000円の範囲内で市長が定める額と

する。 

２ 特別展示その他特別の催しに係る入館料

は，2,000円の範囲内で教育委員会が定め

る額とする。 

３ 市長は，科学館の入館について，前売

券，回数券その他の規則で定める特別利用

券を発行することができる。 

３ 教育委員会は，科学館の入館について，

前売券，回数券その他の教育委員会規則で

定める特別利用券を発行することができ

る。 

４ 前項の特別利用券の料金は，第１項又は

第２項の入館料の額（回数券については，

その額に当該回数券で利用できる回数を乗

じて得た額）の範囲内で市長が定める額と

する。 

４ 前項の特別利用券の料金は，第１項又は

第２項の入館料の額（回数券については，

その額に当該回数券で利用できる回数を乗

じて得た額）の範囲内で教育委員会が定め

る額とする。 

５ 第10条第１項の許可を受けた者は，別表

に定める額の範囲内で規則で定める額の使

用料を納付しなければならない。 

５ 第10条第１項の許可を受けた者は，別表

に定める額の範囲内で教育委員会規則で定

める額の使用料を納付しなければならな

い。 

（入館料等の納付） （入館料等の納付） 

第５条 入館料及び使用料（以下「入館料等」

という。）は，前納しなければならない。た

だし，規則で定める特別の理由があるとき

は，この限りでない。 

第５条 入館料及び使用料（以下「入館料等」

という。）は，前納しなければならない。た

だし，教育委員会規則で定める特別の理由が

あるときは，この限りでない。 

（入館料等の減免） （入館料等の減免） 

第６条 市長は，規則で定める特別の理由があ

るときは，入館料等を減額し，又は免除する

ことができる。 

第６条 教育委員会は，教育委員会規則で定め

る特別の理由があるときは，入館料等を減額

し，又は免除することができる。 

（入館料等の返還） （入館料等の返還） 

第７条 既納の入館料等は，返還しない。ただ

し，規則で定める特別の理由があるときは，

その全部又は一部を返還することができる。 

第７条 既納の入館料等は，返還しない。ただ

し，教育委員会規則で定める特別の理由があ

るときは，その全部又は一部を返還すること

ができる。 
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（入館の制限等） （入館の制限等） 

第８条 市長は，次の各号の一に該当する者に

対して，科学館への入館を，拒絶し，又は科

学館からの退去を命ずることができる。 

第８条 教育委員会は，次の各号の一に該当す

る者に対して，科学館への入館を，拒絶し，

又は科学館からの退去を命ずることができ

る。 

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［略］ 

(4) 前３号に掲げるもののほか，規則で定め

る者 

(4) 前３号に掲げるもののほか，教育委員会

規則で定める者 

２ 市長は，次の各号の一に該当するときは，

科学館に入館しようとする者に対して，入館

を拒絶し，科学館に入館している者に対し

て，科学館からの退去を命ずることができ

る。 

２ 教育委員会は，次の各号の一に該当すると

きは，科学館に入館しようとする者に対し

て，入館を拒絶し，科学館に入館している者

に対して，科学館からの退去を命ずることが

できる。 

(1)，(2) ［略］ (1)，(2) ［略］ 

（入館者の遵守事項） （入館者の遵守事項） 

第９条 入館者は，次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

第９条 入館者は，次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［略］ 

(4) 前３号に掲げるもののほか，規則で定

める行為をしないこと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，教育委員

会規則で定める行為をしないこと。 

（行為の制限） （行為の制限） 

第10条 科学館において，次の各号に掲げる行

為をしようとする者は，規則で定めるところ

により，市長の許可を受けなければならな

い。 

第10条 科学館において，次の各号に掲げる行

為をしようとする者は，教育委員会規則で定

めるところにより，教育委員会の許可を受け

なければならない。 

(1)，(2) ［略］ (1)，(2) ［略］ 

(3) 前２号に掲げるもののほか，規則で定

める行為 

(3) 前２号に掲げるもののほか，教育委員

会規則で定める行為 

２ 市長は，前項の許可に科学館の管理上必要

な条件を付し，又はこれを変更することがで

きる。 

２ 教育委員会は，前項の許可に科学館の管理

上必要な条件を付し，又はこれを変更するこ

とができる。 

（許可の取消し等） （許可の取消し等） 
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第11条 市長は，前条の許可を受けた者（以下

「行為者」という。）が次の各号の一に該当

するときは，許可を取り消し，その効力を停

止し，若しくはその条件を変更し，又は行為

の中止，原状回復若しくは科学館からの退去

を命ずることができる。 

第11条 教育委員会は，前条の許可を受けた者

（以下「行為者」という。）が次の各号の一

に該当するときは，許可を取り消し，その効

力を停止し，若しくはその条件を変更し，又

は行為の中止，原状回復若しくは科学館から

の退去を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に

違反したとき。 

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委

員会規則に違反したとき。 

(2)，(3) ［略］ (2)，(3) ［略］ 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必

要と認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，教育委員

会において必要と認めるとき。 

（損害の賠償等） （損害の賠償等） 

第12条 入館者及び行為者は，科学館の施設，

設備，資料等を汚損し，損傷し，又は滅失し

たときは，市長の指示するところに従い，こ

れを原状に復し，又はその損害を賠償しなけ

ればならない。 

第12条 入館者及び行為者は，科学館の施設，

設備，資料等を汚損し，損傷し，又は滅失し

たときは，教育委員会の指示するところに従

い，これを原状に復し，又はその損害を賠償

しなければならない。 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第13条 市長は，次に掲げる科学館の管理に関

する業務を科学館の管理について地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項

の規定による市長の指定を受けたもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることが

できる。 

第13条 教育委員会は，次に掲げる科学館の管

理に関する業務を科学館の管理について地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２

第３項の規定による教育委員会の指定を受け

たもの（以下「指定管理者」という。）に行

わせることができる。 

(1)～(4) ［略］ (1)～(4) ［略］ 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が定

める業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか，教育委員

会が定める業務 

２ 指定管理者の指定を受けようとする法人そ

の他の団体は，事業計画書その他の規則で定

める書類を市長に提出しなければならない。 

２ 指定管理者の指定を受けようとする法人そ

の他の団体は，事業計画書その他の教育委員

会規則で定める書類を教育委員会に提出しな
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ければならない。 

３ 市長は，科学館の設置の目的を最も効果的

に達成することができると認められるものを

指定管理者として指定するものとする。 

３ 教育委員会は，科学館の設置の目的を最も

効果的に達成することができると認められる

ものを指定管理者として指定するものとす

る。 

４ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその

指定を取り消したときは，その旨を告示する

ものとする。 

４ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又

はその指定を取り消したときは，その旨を告

示するものとする。 

５ 指定管理者に第１項の業務を行わせている

場合における第６条，第８条第１項及び第２

項，第10条第１項及び第２項並びに第11条

（第１号を除く。）の規定の適用について

は，第６条並びに第８条第１項及び第２項中

「市長は」とあるのは「第13条第１項に規定

する指定管理者は」と，第10条第１項中「市

長の」とあるのは「第13条第１項に規定する

指定管理者の」と，同条第２項及び第11条

（第１号を除く。）中「市長」とあるのは

「第13条第１項に規定する指定管理者」とす

る。 

５ 指定管理者に第１項の業務を行わせている

場合における第６条，第８条第１項及び第２

項，第10条第１項及び第２項並びに第11条

（第１号を除く。）の規定の適用について

は，第６条並びに第８条第１項及び第２項中

「教育委員会は」とあるのは「第13条第１項

に規定する指定管理者は」と，第10条第１項

中「教育委員会の」とあるのは「第13条第１

項に規定する指定管理者の」と，同条第２項

及び第11条（第１号を除く。）中「教育委員

会」とあるのは「第13条第１項に規定する指

定管理者」とする。 

（施行細目の委任） （施行細目の委任） 

第14条 科学館の休館日及び開館時間その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

第14条 科学館の休館日及び開館時間その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，教育委員

会規則で定める。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 使用料 (2) 使用料 

区分  使用料  

業として写真（広告写真  

を除く。）を撮影する場  

１人１日に  

つき   

区分  使用料  

業として写真（広告写真  

を除く。）を撮影する場  

１人１日に  

つき   



8 

合  1， 200円  

業 とし て広 告写 真を 撮 影

する場合  

１日につき  

 ４万円  

業として映画を撮影する  

場合  

１日につき  

 ８万円  

業として広告，宣伝その  

他 これ らに 類す る行 為 を

する場合  

１日につき  

 ８万円  

その他規則で定める行為  

をする場合  

１回につき  

 ８万円  
 

合  1， 200円  

業として広告写真を撮影  

する場合  

１日につき  

 ４万円  

業として映画を撮影する  

場合  

１日につき  

 ８万円  

業として広告，宣伝その  

他 これ らに 類す る行 為 を

する場合  

１日につき  

 ８万円  

その他教育委員会規則で  

定める行為をする場合  

１回につき  

 ８万円  
 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日 (以下「施行日」という。 )前にこの条例の規定による

改正前の青少年科学館条例 (以下「旧条例」という。 )の規定に基づき教育委

員会が行った許可，指定，承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその

効力を有するもの又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許

可，承認の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するも

のについては，施行日以後にあっては，市長が行った許可，指定，承認その

他の行為又は市長に対してなされた許可，承認の申請その他の行為とみなす。  

 

理     由  

 組織等の改正等に当たり，条例を改正する必要があるため。  
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第   号議案  

神戸市職員定数条例の一部を改正する条例の件  

神戸市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

令和４年２月 17日提出  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市職員定数条例の一部を改正する条例  

神戸市職員定数条例（昭和 24年９月条例第 146号）の一部を次のように改正す

る。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 ⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 ⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（職員の定数）  （職員の定数）  

第２条  職員の定数は、次に掲げると

おりとする。  

第２条  職員の定数は、次に掲げると

おりとする。  

(1) 市長の事務部局及び市長の所管

に 属 す る 教 育 機 関 の 職 員  8 , 1 2 0

人 （ う ち 福 祉 事 務 所 職 員  1 , 0 0 2

人）  

(1) 市長の事務部局及び市長の所管

に 属 す る 教 育 機 関 の 職 員  8 , 1 2 0

人 （ う ち 福 祉 事 務 所 職 員  7 9 8

人）  

(2)～ (4) 〔略〕  (2)～ (4) 〔略〕  

(5) 教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その他

の 教 育 機 関 の 職 員  9 , 2 0 3人 （ う

ち教育職員  8,383人）  

(5) 教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その他

の 教 育 機 関 の 職 員  9 , 2 7 4人 （ う

ち教育職員  8,429人）  

(6) 消防職員  1,459人  (6) 消防職員  1,460人  

(7) ～ (8) 〔略〕  (7) ～ (8) 〔略〕  

(9) 交通局の職員  1,008人  (9) 交通局の職員  994人  
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(10) 水道局の職員  609人  (10) 水道局の職員  657人  

(11) 合計  20,498人  (11) 合計  20,604人  

２  〔略〕  ２  〔略〕  

   附  則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 

理     由  

事務事業の増減に伴い職員定数を変更するに当たり、条例を改正する必要があ

るため。  
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令和４年１月 24日 

教 職 員 課 

 

社会教育施設移管に伴う手続きの流れ 

 

１．青少年科学館の移管に伴う条例改正 

 令和４年度より青少年科学館を市長部局へ移管するにあたって、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 23条第１項の規定により条例を改正し、市

長が特定社会教育機関（青少年科学館）に関する事務の全てを管理し、及び執行することと

する。 

 

青少年科学館を移管するにあたって、必要な条例（「神戸市地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例」「神戸市青少年科学館条例」「執行機関

の附属機関に関する条例」）の一部改正を行うため、「神戸市地方教育行政の組織及び運営に

関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する条例」案に対する、市

長からの意見聴取に対する意見決定。…【第 59号議案】 

 

 また、２月に議会から行われる「神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

く職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する条例」案にかかる意見聴取に対する回答

について、市会上程日程等の都合により、教育委員会会議に付議するいとまがないため、教

育長の臨時代理の可否について議決。…【第 60号議案】 

 

（１）対象条例 

  ① 神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例  

   ＜改正箇所＞ 

    下記条項において(1)に追記。 

 

第１条 神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に 

関する条例（平成 31年３月条例第 34号）の一部を次のように改正する。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号。以下「法律」と

いう。）第 23条第１項の規定に基づき，次に掲げる教育に関する事務については，市長

が管理し，及び執行するものとする。 

⑴ 図書館，博物館，美術館，公民館，婦人会館，神戸市生涯学習支援センター及び

青少年科学館（以下「特定社会教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関す

ること（法律第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち，

特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

 

② 神戸市青少年科学館条例 

＜主な改正箇所＞ 

    「教育委員会」を「市長」に、「教育委員会規則」を「規則」に改正 
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③ 執行機関の附属機関に関する条例 

＜改正箇所＞ 

  教育委員会の附属機関から、「神戸市教育委員会指定管理者選定評価委員会」を削除 

 

（２）手続きの流れ 

  ① 条例改正にかかる市長から教育委員会への意見聴取について、教育委員会会議におい

て意見決定（１月 24日） …【第 59号議案】 

  ② 条例改正にかかる議会から教育委員会への意見聴取について、教育長が臨時代理する

ことの可否についてあらかじめ議決（１月 24日） …【第 60号議案】 

※２月の教育委員会会議は８日のみのため、臨時代理による回答を行う 

  ③ ②について、臨時代理により教育長が意見決定（２月 10日頃） 

  ④ 改正条例の議案上程（市会本会議、２月 17日） 

⑤ ③について、意見決定の内容を教育委員会会議において報告（３月８日） 

 

 

２．改廃する関連教育委員会規則の今後の流れについて 

(１)対象規則（確認中） 

 ① 神戸市教育委員会事務局組織規則 （改正） 

② 神戸市青少年科学館条例施行規則 （廃止） 

③ 神戸市教育委員会指定管理者選定評価委員会規則 （廃止） 

 

（２）手続きの流れ 

  ① 組織改正に伴う教育委員会規則の改廃について、教育長が臨時代理することの可否に

ついて議決（３月８日）※改正条例の議決後に教育委員会会議が開催されないため 

  ② １．（２）④において上程された改正条例の議決（市会本会議、３月 28日） 

  ③ ①について、教育長の臨時代理により改正規則及び廃止規則の制定（３月 30日頃） 
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令和４年１月 24 日 

教 職 員 課 

 

神戸市職員定数条例の改正について 

 

１． 神戸市職員定数条例の一部を改正する条例案に関する意見決定について 

 事務事業の増減に伴い職員定数を変更するにあたり、神戸市職員定数条例の改正

を行うため、市長からの意見聴取に対する意見決定。 …【第 59号議案】 

 

（１）関連する改正箇所 

教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校 

その他の教育機関の職員 

9,274人 （うち教育職員 8,429人） 

↓ △71        ↓ △46 

9,203人 （うち教育職員 8,383人） 

 

＜主な増減の要因＞ 

 ・ 児童生徒数の変動等による教職員の減 

・ 人材派遣・民間事業者導入による管理員・調理士の減 

・ 学校園施設包括管理業務委託の実施による事務局職員の減 

（学校環境整備課・行政及び技術） 

・ 青少年科学館の市長部局への移管による事務局職員の減 

・ 給食施設設備推進ラインの配置による事務局職員の増 

 


